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  令和８年３月５日 

京都市教育委員会 

教育長 稲田新吾 

京都市教育委員会規則第６号 

   京都市教職員の給与に関する規則の一部を改正する規則 

 京都市教職員の給与に関する規則の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項中「の備考」を「備考」に改め、同条第２項中「の備考括弧書き」を「備

考括弧書き」に改め、同条第３項中「の備考」を「備考」に改め、同条第４項中「の備考

括弧書き」を「備考括弧書き」に改める。 

 第３２条第１項第１号中「次に掲げる」を「あって、次のいずれかに該当する」に改め、

同条第２項第６号中「３，６００円」を「４，８００円」に改める。 

 附則第６項中「第２条第３項及び第６項」を「第２条第２項及び第４項」に改める。 

 別表第７ １ ３級の項中「教職員条例別表第１の備考に定める教職員」を「第２条第

１項に規定する者」に改め、同表４級の項中「１２，８００円」の右に「（第２条第１項

に規定する者にあっては、１２，９００円）」を加える。 

 別表第７ ２ ３級の項中「教職員条例別表第２の備考に定める教職員」を「第２条第

３項に規定する者」に改め、同表４級の項中「１３，２００円」の右に「（第２条第３項

に規定する者にあっては、１３，３００円）」を加える。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第３２条の改正規定は、令和８年４月

１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この規則による改正後の京都市教職員の給与に関する規則（以下「改正後の規則」と

いう。）別表第７の規定は、令和８年１月１日から適用する。 

（給料の調整額の内払） 

３ 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の京都市教職

員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給料の調整額は、改正後の規則の

規定による給料の調整額の内払とみなす。 

（教育委員会事務局総務部教職員人事課） 


